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1空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能判定基準の前提

・ビルの外壁や道路の遮音壁の表面に形成された
光触媒膜は、太陽の力だけでNOxを除去するこ
とができる。

・一定区間を走行する自動車から排出されるNOx
の10%をその周辺に設置された光触媒が除去す
ることができれば、十分に環境価値のある性能
であると考えられる。



2空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能の評価 (JIS R 1701-1)

評価方法：JIS R 1701試験機（流通式試験機）に光触媒製品サンプル（50×100mm）
を設置し、1.0ppmのNOを含有する空気を3.0L/minで流通させ、10w/m2の紫外線を5
時間照射したのちに、NOの濃度低減量等から窒素酸化物（NOx）除去量を算出する。

試験結果例試験装置
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3空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能の判定基準値

■空気浄化：UV(窒素酸化物)性能判定 基準値(案)

製品認証を受けるためには、下記の初期性能を満足しなければなら
ない。

・JIS R1701-1 による
窒素酸化物（NOx）除去量： 0.50 μmol 以上

ただし、試験用ガス流量を1.5L/min、試験片を2枚として試験す
ることができる。

・光触媒の最低限の性能値が分かれば、各製品の性能の優劣について
は、JIS法での試験結果値を比較することで可能となること。

・JIS法の測定精度の問題上、試験用ガス流量を1/2に、試験片を2
倍にした場合で 0.5 μmol が下限と考えられること。



4性能判定基準値の設定根拠：補足説明

○屋外での日射量は？
・関東地方の屋外で観測される太陽光による紫外線（315

～400nm）の照度は、日中の平均的な照度は10W/㎡
程度。

・東京での年間平均の紫外線放射強度（㎡当たり）は
水平面 204WでJIS試験方法の約4.1倍
垂直面 113WでJIS試験方法の約2.3倍

○交通量＆排出量は？
・主要道路の交通量、車両種、排出係数より排出量算出。

車両種比率 → 小型：大型 = 7 : 3
↓

一般道(主要都市)では、排出量が 21.31 Kg/day・km

高速道路(地方都市)では、排出量が 5.37 Kg/day・km



5性能判定基準値の設定根拠：補足説明

○排出＆除去シミュレーション
・一般道路

幅25m、高さ40m、全長1Kmのストリートキャニ
オンを想定
道路は100%、側面は70%施工を設定

・高速道路
幅25m、高さ10m、全長1Kmの区間を想定
道路、遮音壁ともに100%施工を想定

○10%除去に必要な性能は（JIS法に換算して）？
・比較的環境負荷の小さい地方都市の高速道路を適用し

て、10%に相当する除去量を算出すると・・・

11.9mg/㎡の除去量が必要 → 0.39 μmol



6空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能の判定基準

空気浄化機能：UV(窒素酸化物)のデータを取得するにあたり、以下の試験法
にて実施すること
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも、工業会独自の条件を
除いては試験内容を一切変更してはならない
・JISR1701-1 ファインセラミックス－光触媒材料の空気浄化性能
試験方法 － 第１部：窒素酸化物の除去性能

１．空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能評価試験方法

認証申請に必要なJIS評価試験を実施できる機関は、ＮＩＴＥ技能試験を経て、
JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会が推奨した試験機関をJIS評価試験を実施可能な機関と
することができる。

２．空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能評価試験機関



7空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能の判定基準

効果持続性に関するデータを取得し、消費者等へ開示できる状況を維持するこ
と。会員が実施した促進試験(製品の使用条件に必要な耐候試験、曝露試験
などの促進試験を実施)後に、窒素酸化物除去試験を実施し、性能判定基準
を満足すること。

４．効果の持続性

製品認証を受けるためには、下記の初期性能を満足しなければならない。
・JIS R 1701-1による窒素酸化物除去量： 0.50μmol以上
(ただし、工業会が独自で設定した試験用ガス流量を1.5L/min、試験片枚数
を2枚とした条件で測定することを可とする) 

３．空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能判定基準



8空気浄化：UV(窒素酸化物) 性能の判定基準

５．安全性

製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから
安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。

●必須試験項目
(1)経口急性毒性： LD50 ≧ 2,000mg/kg または、

GHS分類 区分に該当しない（JIS分類の場合）
GHS分類 区分5 または 区分に該当しない（国連GHSの場合）

(2)皮膚一次刺激性試験 ： 刺激無し、または、弱い刺激性 または、
GHS分類 区分に該当しない（JIS分類の場合）
GHS分類 区分3 または 区分に該当しない（国連GHSの場合）

(3)変異原性試験： 突然変異誘起性が陰性であること または、
GHS分類 区分に該当しない

皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品あるいは食品と接触する
可能性のある製品は、更に

(4)皮膚感作性試験： 陰性であること または、
GHS分類 区分に該当しない

の追加確認が必要

会員は安全性に関するデータ取得に努め、消費者等へ開示できる状況を維持すること。



9空気浄化：UV(窒素酸化物) 製品の表示

商品名 ○○コーティング

光触媒等の種類 酸化チタン

光触媒等加工部位又は製品の形態 コーティング剤

光触媒等の効果

空気浄化効果：UV
(窒素酸化物）

測定方法はJIS R 1701-1に準拠しました。

認証基材 ガラス・セラミックス

窒素酸化物
除去量 *1 0.80μmol 大気中の窒素酸化物を低減させる効果です。

性能の標準有効期間の設定 設定あり：自社にて確認済み

使用できる場所 屋外

安全性
急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性（、皮膚感作性）について、光触媒工業会の安全性基
準を満足していることを確認しています。

使用上の注意
表面に過度の汚れが付着していると十分な効果が得られませんので、定期的な洗浄をお勧めします。ま
た、実環境での除去量は施工面積や紫外線の強さにも依存します。

*1 光触媒工業会の認証基準は、NOx除去量 0.50 μmol 以上です。この数値は、自動車から発生するNOxの10%を除去する効果が期待で
きます。この値は、面積が50cm2当たりで、紫外線を5時間照射した時に除去できる窒素酸化物の量であり、この値が大きいものほど除去効果は
大きくなります。

※光触媒工業会の表示ガイドラインを遵守して表示しています。

【表示例】
空気浄化：ＵＶ（窒素酸化物）
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